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は じ め に 
 本実施計画は、平成３２年度までを計画期間とした基本構想に定

める松戸市の将来都市像を実現するため、前期基本計画に掲げられ

た施策展開の方向に基づき、行政を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的に、第１次実施計画に引き続き、第２次実施計画として平

成１５年度から実施しております。 

 これらの事業について、本計画を現況にあったものとし着実に推

進するため、中間年で見直しを図ったものでございます。 

 本市を取り巻く行財政状況は、依然として厳しい状況にあり、現

在、行財政改革計画を平行して推し進めているところであり、今回

の見直しにおいても影響は少なからずございますが、昨年１１月に

提唱しました「もったいない運動‘ワンスモア’」の精神をもって経

営資源の有効活用に努めてまいります。 

 本計画に対する市民の皆様の期待も十分感じておりますので、で

きうる限り実施計画を推進してまいる所存でございます。今後とも、

皆様のご協力を引き続きお願い申し上げます。 

 

平成１８年４月 

           松戸市長  川 井 敏 久 
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１．施策の体系

第１項　人権を尊重する社会の実現

第２項　男女共同参画社会づくり

第３項　市民と行政のパートナーシップの強化

第４項　情報提供の充実

第５項　ＩＴ社会の実現

第１項　多様な生きがい感のある環境づくり

第２項　健康の維持・増進

第３項　日常生活および緊急時の安全・安心性の向上

第４項　福祉のための基盤整備

第１項　生涯学習の推進

第２項　学校教育の推進

第３項　生涯にわたるスポーツ活動の支援

第４項　国際化の推進と平和意識の高揚

第５項　青少年の健全育成

第６項　多様な文化・芸術の創造

第１項　良好な生活空間の実現

第２項　人と自然が共生するまちづくり

第３項　リサイクル型の都市づくり

第４項　安全で安心な地域環境づくり

第５項　自立をめざした消費者行政の推進

第１項　都市環境の整備

第２項　都市基盤の整備

第３項　活力ある産業の振興

第４項　就労環境と就労機会の整備

第５項　多機能な近郊型観光の振興

第１項　効果的・効率的な施策を実現するシステムの形成

第２項　行政としての経営基盤の強化

第３項　広域行政への取り組み

第４項　計画行政の推進

第５項　庁舎および庁舎機能の整備充実

第５節　魅力ある都市空間の形成と産業の振興

第６節　都市経営の視点に立った行財政運営

第１節　連携型地域社会の形成

第２節　豊かな人生を支える福祉社会の実現

第３節　次代を育む文化・教育環境の創造

第４節　安全で快適な生活環境の実現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
あ
る
ま
ち
・
松
戸

　
　
　
　
　
　
『
風
格
あ
る
都
市
の
舞
台
』

　
　
　
『
こ
こ
ち
よ
い
地
域
の
舞
台
』

『
い
き
い
き
し
た
市
民
の
舞
台
』

1



2 

２．第２次実施計画見直しの目的 
 
  実施計画は、基本計画に掲げられた施策を個別事業にまとめ、財政的な裏

付けを持たせた短期的な計画として、主な施策（実施事業）を取りまとめ、

５年ごとに策定し、中間年次に適宜見直しを行なうこととしております。 
平成１５年度から１９年度を期間とする第２次実施計画につきましては、

現在３か年が経過し、素案策定段階から数えますと早５か年を経ております。

その間、本市の行財政状況は厳しさを増し、また、地方分権を進めるための

三位一体改革などの実質的な動きも加わり、地方公共団体を取り巻く環境は

大きく変化しております。 
しかしながら、本市の重要施策であります総合計画については、松戸市の

将来を見据え、市民の皆様とともに策定したものであり、その実現のための

実施計画を推進していかなければなりません。 
つきましては、このような状況を勘案し、現況の厳しい行財政状況に即し

た事業計画にするために見直しを実施することといたしました。 
 
 
３．第２次実施計画策定後の環境変化 
 

（１）財政状況 
  本市の財政状況は、長引く景気の低迷を受け市税収入が伸び悩み、平成８

年度から地方交付税（普通交付税）の交付団体となっております。 
市税の納税率は平成１３年度から上昇に転じ、平成１６年度の収納率は前

年度より０.８４％向上し８９.０１％と成果を上げているところですが、市税

決算額は、平成１３年度の６５,１４８百万円に対し、平成１６年度では６１,
４８７百万円であり、昨年度との比較では１．３％の減少となっております。 

一方、歳出では、人件費、扶助費、公債費の義務的経費をはじめとする経

常的経費は、人件費の抑制、物件費などの節約合理化に努めているにもかか

わらず増加傾向となっております。 
また、市債については、発行を抑制し将来の財政負担の軽減を図っており、

未償還元金は着実に減少しておりますが、それでも平成１６年度では決算額

を上回る１１５，０５４百万円となっており、厳しい状況が続いております。 
 

（２）行財政改革計画の実施 
  第２次実施計画策定にあたっては、平成１５年度から１９年度までの５年

間の実施計画事業を含む全ての事業の事業費を積算したところ、約２１６億



3 

円の一般財源の不足が生じることが明らかになりました。その後、平成１５

年度の当初予算編成を終え、改めて再推計したところ、平成１６年度から１

９年度の４年間で約２２９億円の一般財源の不足が確定したことから、この

不足額の解消を図り、第２次実施計画事業をはじめとする事業を推進し、市

政運営を継続的・安定的に進めていくために「短期的な改革」を実施してお

ります。 
  また、今後、予測される環境変化に対応できるよう、早急に市役所の構造

的な改革に取り組み、新たな行財政基盤の確立を図るための「中・長期的な

改革」を併せて実施することとしており、平成１７年７月に「中・長期的な

改革アクションプラン（市役所の構造的な改革を図る工程表）」を策定し進め

ていくこととしております。 
 
 
４．第２次実施計画の見直し指針 

（１）目標管理型の進行管理 
前期基本計画の目標をどの程度達成していくのかを明確に示し、市民生

活がどのように向上したのかを説明できるよう、市民の視点に立った目標

管理型の計画とするため、第２次実施計画期間より、上位計画である前期

基本計画の目的を実現したい状態として明らかにしたうえで、尺度となる

指標を用いて現状値取得・目標値設定をしました。 
策定時点より一定期間経過後の現状値を継続的に把握していくことによ

り、進捗状況を進行管理するもので、平成１３年度に引き続き平成１６年

度に市民意識調査や内部データから中間年次値を取得しました。中間年次

値の状況により目標値の修正等の検討をしましたが、傾向を判断するには

経年データがまだ十分でないことから、必要最低限の変更にとどめました。 
目標管理の進行状況については、「Ⅱ 前期基本計画に設定した目標管理

の進捗状況（Ｐ．５）」をご覧ください。 
 

（２）行財政改革計画・短期的な改革の反映 
   第２次実施計画事業をはじめとする事業を推進し、市政運営を継続的・

安定的に進めていくために「短期的な改革」を実施しているところですが、

実施計画事業への影響もやむを得ない状況となっており、その影響を見直

しに反映しました。 
   なお、平成１７年度の短期的な改革の実行においては、「選択と集中」を

意図したＳＷＯＴ分析による戦略計画や、行政評価支援システムによって

得られる事中評価データを活用した検討を試みております。 



4 

 
（３）計画事業単位の整理 

   平成１７年度からの財務システムの更新にあたり、それまで独立してい

た予算事業体系と政策目的体系の基礎となる「大事業／事務事業」、「中事

業／業務」を共通化することにより、行政経営情報の一元化による事務効

率の向上を図ったところです。 
   また、実施計画事業は、（旧）政策目的体系上の事務事業や業務等から構

成されていましたが、財務システムの更新に併せ、行政評価支援システム

として事務事業レベルでの評価を行うこととしました。 
この双方の影響により計画事業の単位を整理する必要性があることから、

以下の方針を基本に整理しました。 
① 実施計画事業の対象となる事務事業を併記する。 
② 一つの事務事業に複数の計画事業が設定されている場合には、支障の

ない範囲において事務事業単位に集約する。 
 
 
 
 

③ 計画事業の実施状況、資源投入状況などは行政評価支援システムのデ

ータを活用し事務事業単位で取得、管理する。 
 

（４）見直しの区分 
① 拡大事業： 事業量や対象要件を拡大して推進していく事業 
② 継続事業： 事業費の増減は生じるが従来の事業内容を継続していく 

  事業 
③ 縮小事業： 事業量や対象要件を縮小して維持していく事業 
④ 完了事業： 施設整備などの事業で平成１７年度までに整備を完了し、 

実施計画事業としての成果を果たした事業 
⑤ 先送事業： 短期的な改革による事業費の削減などにより、計画期間 

内に実施することが困難な事業 
 

（５）見直し区分別の事業状況 
    拡 大 継 続 縮 小 完 了 先 送 計 
事業数 ５ １１５ ９ １３ ６ １４８ 
割合（％） ３ ７８ ６ ９ ４ １００ 

    

当 初 計 画 事 業 数

１５１事業 
見直し後計画事業数

１４８事業 
事業単位の

整理 



 
 
 
 
 
 
Ⅱ 前期基本計画に設定した目標管理 

 の進捗状況 
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前期基本計画に設定した目標管理の進捗状況

H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

1

連携型地
域社会の
形成

市民が互いを尊
重し、住み続け
たいと思うまち
になる

松戸に住み続
けたいと思う
人の割合

５８．6％ ６２．0％ ５９．7％
意識
調査

1 ①

人権を尊
重する社
会の実現

さまざまな人権
侵害がなくな
り、一人ひとり
の個性や生き方
がより尊重され
るようになる

身の回りで人
権が守られて
いると思って
いる人の割合

４２．4％ ４５．0％ ４１．4％
意識
調査

1 ②

男女共同
参画社会
づくり

性別にかかわら
ず、社会・家庭
での役割が、今
以上に選択でき
るようになる

固定的性別役
割分担を支持
しない人の割
合

４３．4％ ４５．0％ ４３．2％
意識
調査

1 ③

市民と行
政のパー
トナー
シップの
強化

市民主体の地域
づくりが活発に
なる

地域活動に参
加している人
の割合

２７．1％ ２９．0％ ３３．4％ ○
意識
調査

1 ③

②NPO法人の
数

２６団体
（Ｈ14.5月）

４０団体 ６０団体
（Ｈ16.5月）

○
内部
調査

1 ④

情報提供
の充実

市民が必要度に
応じて知りたい
行政情報を得ら
れるようになる

ホームページ
のアクセス件
数

285,800件 1,075,000件 1,330,394件 ○
内部
調査

　目標管理型の計画とするため、前期基本計画の各分野に目標値を設定しました。意
識調査取得指標値については各年度１１月時点、内部調査取得指標については平成１
６年度末の値を示します。取得時点が異なるものについては（　）に表示しました。

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

1 ⑤

ＩＴ社会
の実現

ＩＴが活用され
る地域社会にな
る

インターネッ
トを利用して
いる人の割合

３８．1％ ４５．0％ ５０．7％ ○
意識
調査

2

豊かな人
生を支え
る福祉社
会の実現

生涯を通して心
豊かに健やかに
暮らせるように
なる

健康寿命（平
均自立期間）

男性
７９．82歳

女性
８２．41歳

男性
７９．82歳

女性
８２．41歳

男性
８０．49歳

女性
８２．59歳

（H16.4月）

○
内部
調査

2 ①

多様な生
きがい感
のある環
境づくり

生涯を通して自
分にあった社会
参加ができ、生
きがい感を持て
るようになる

生きがい感を
持っている人
の割合

８０．3％ ８０．3％ ８３．6％ ○
意識
調査

2 ②

健康の維
持・増進

生涯を通して健
康に良いと思う
行動や身近な人
の健康に配慮が
でき、病気にか
かったり、障害
を持つことに
なっても、自分
にあった健康生
活が送れるよう
になる

本人が健康で
あると思う人
の割合

６６．4％ ６７．1％ ６５．9％
意識
調査

2 ③

日常生活
および緊
急時の安
全・安心
性の向上

生涯を通して必
要な時に必要度
に応じて十分な
医療、介護、保
護、支援などの
サービスが受け
られ、生活する
上での安心感が
持てるようにな
る

日常生活に対
しての安心感
をもつ人の割
合

３．6％ ４．2％ ４．7％ ○
意識
調査
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

2 ④

福祉のた
めの基盤
整備

生涯を通して必
要な時に健康福
祉施設サービス
が必要度に応じ
て利用できるよ
うになる

子育ての満足
度

８９．8％ ９０．0％ ９０．6％ ○
意識
調査

3

次代を育
む文化・
教育環境
の創造

多くの市民が暮
らしたいと思う
文化や教育環境
がある

文化・教育に
魅力を感じ
て、いつまで
も住み続けた
いと思う市民
の割合

２１．3％ ２５．0％ ２１．2％
意識
調査

3 ①

生涯学習
の推進

より多くの市民
が積極的に学習
活動を行ない、
その成果を活か
すようになる

学習活動を行
なっている市
民の割合

４４．4％ ５０．0％ ４５．4％
意識
調査

3 ①

学習活動の成
果を地域社会
で活かしてい
る市民の割合

６９．4％ ７５．0％ ６９．0％
意識
調査

3 ②

学校教育
の推進

児童生徒が学校
生活を通じて学
び、成長する歓
び、相互に支え
あう充実感を共
有できるように
なる

目標をもって
学校生活をし
ている児童生
徒の割合

６０.4％ ６５．０％ ６８．1％ ○
内部
調査

3 ③

生涯にわ
たるス
ポーツ活
動の支援

より多くの市民
がスポーツに親
しむようになる

スポーツを行
なっている市
民の割合

３３．4％ ５０．0％ ３４．9％
意識
調査

3 ④

国際化の
推進と平
和意識の
高揚

①外国人市民が
暮らしやすくな
る

外国籍市民と
交流している
人の割合

３．6％ ７．0％ ４．5％
意識
調査
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

3 ④

②外国人市民
で暮らしに満
足している人
の割合

５６.0％ ６０．0％
Ｈ１８年度に

調査予定
内部
調査

3 ④

②すべての市民
が世界平和を望
むようになる

国際紛争に対
する関心を示
す人の割合

５６．5％ ５６．5％ ４８．6％
意識
調査

3 ⑤

青少年の
健全育成

より多くの青少
年が社会の一員
であることを自
覚して生活する
ようになる

青少年育成団
体への小中学
生の帰属率

４３.4％ ４５．0％ 41.70%
内部
調査

3 ⑥

多様な文
化・芸術
の創造

より多くの市民
が文化・芸術に
親しみ、自ら創
造的な活動をす
るようになる

文化・芸術に
親しむ市民の
割合

４６．8％ ５０．0％ ４６．9％
意識
調査

4

安全で快
適な生活
環境の実
現

安心してゆとり
のある暮らしが
出来るようにす
る

安心やゆとり
を感じている
人の割合

２４．6％ ３０．0％ ２４．0％
意識
調査

4 ①

良好な生
活空間の
実現

良好な生活空間
に住むことが出
来るようにする

資産価値（公
示価格の増減
率の近隣市比
較） ０．84％ １．00％ -１．３２％

（Ｈ17.1月）
内部
調査

4 ②

人と自然
が共生す
るまちづ
くり

緑や水にふれあ
えるようにする

①緑地・河川
などの自然環
境に満足して
いる人の割合 ２１．1％ ２５．0％ １８．4％

意識
調査

4 ②

②ＢＯＤ
（75％値）

国分川水系 １５ｍｇ／㍑ １１ｍｇ／㍑ ８.９ｍｇ/㍑ ○
内部
調査
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

4 ②

ＢＯＤ（75％
値）

坂川水系 ５．9ｍｇ／㍑ ５．4ｍｇ／㍑ ４．６ｍｇ／㍑ ○
内部
調査

4 ③

リサイク
ル型の都
市づくり

市民の生活に身
近な環境負荷が
少なくなる

①廃棄物の最
終処分量

２０，９４１ｔ １９，０００ｔ １６，５０２t ○
内部
調査

4 ③

②環境基準総
達成率（大
気・騒音） 新規 100% 100% ○

内部
調査

4 ④

安全で安
心な地域
環境づく
り

日常生活におけ
る火災・交通事
故および地震等
の災害が発生し
たときに被害を
少なくする

①-1火災によ
る焼死者数／
対１０万人
（放火自殺者
を除く）

０．42人 ０．40人 0.64人
(Ｈ16.12月)

内部
調査

4 ④ ※注１

①-2火災によ
る焼死者数
（放火自殺者
を除く） ２人 ２人 ３人

内部
調査

4 ④ ※注２

②心肺停止患
者の蘇生率( 心
肺再開者数／
応急処置者
数）

２８.6％
（4/14人）

３３．3％ 13．9%
（10/72人）
(Ｈ16.12月)

内部
調査

4 ④

③交通事故の
発生件数
交通事故によ
る死傷者数
（対１千人）

６．5人 ５．8人 ６．５人
(Ｈ16.12月)

内部
調査

4 ④

④

交通事故の発
生件数
（対１千人）

５．3件 ４．7件 ５．３件
(Ｈ16.12月)

内部
調査

4 ④

⑤

交通事故の発
生総件数

２,４６７件 ２,２００件 ２，４９０件
(Ｈ16.12月)

内部
調査

注１：　１０万人当たりの焼死者数を明確にするため、焼死者数を指標として追加しました

注２：　蘇生率の説明のため、「心拍再開者数／市民応急処置者数」を付記しました
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

4 ④

災害に対して
自ら対策を講
じている市民
の割合 ６１．7％ ７０．2％ ７０．7％ ○

意識
調査

4 ⑤

自立をめ
ざした消
費者行政
の推進

商品やサービス
の購入時に、ト
ラブルに巻き込
まれることが少
なくなる

商品やサービ
ス購入時に、
トラブルに巻
き込まれた人
の割合

１１．4％ １０．0％ １０．8％
意識
調査

5

魅力ある
都市空間
の形成と
産業の振
興

快適で便利な賑
わいのあるまち
に住むことがで
きるようにする

快適・便利・
賑わいがある
と感じている
人の割合 ３８．7％ ４５．0％ ３８．6％

意識
調査

5 ①

都市環境
の整備

地域ごとの特色
を活かし、交流
人口が増えるよ
うにする

昼間人口

370,490人 381,000人
Ｈ１８年度に

取得予定
内部
調査

5 ②

都市基盤
の整備

①公共交通を利
用しやすくする

①鉄道の混雑
率（緩行電
車）

２０９％ １８０％ １９７％
内部
調査

5 ②

②鉄道の混雑
率（快速電
車）

２０５％ １８０％ １８５％
内部
調査

5 ②

②車の流れを良
くする

渋滞箇所数

２８ケ所     ２６ケ所
（当初目標値
25ケ所より
修正）

２６ヶ所
（Ｈ16.3月）

○
内部
調査

5 ②

③水害を少なく
する

浸水面積

１０８．9ｈａ    ８３．９ha
（当初目標値
74.1haより
修正）

９６．１ｈａ
内部
調査
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

5 ②

④汚水が川に直
接流れないよう
にする

下水道利用率
（下水道利用
者数／市内人
口） ６２．17％ ６７．63％ ６８．63％

(Ｈ１７．３月)
○

内部
調査

5 ②

⑤いつでも安心
して水が使える
ようにする

①水質

３４．4％ ３８．0％ ４８．１％
（Ｈ18.2月）

内部
調査

5 ②

②水の出具合

７２．6％ ７８．0％ 81.3％
（Ｈ18.2月）

内部
調査

5 ②

③水道料金

１８．0％ ２０．0％ 15.7％
（Ｈ18.2月）

内部
調査

5 ②

④総合評価

２１．6％ ２３．0％ 45.9％
（Ｈ18.2月）

内部
調査

5 ③

活力ある
産業の振
興

産業を維持・発
展させる

①商業の年間
商品販売額

80,376,473
万円

81,000,000
万円

81,713,674
万円

（Ｈ14.6月）
○

内部
調査

5 ③

②製造品出荷
額等

46,795,923
万円

(Ｈ12.12月)

4７,000,000
万円

40,821,865
万円

(Ｈ15.12月)

内部
調査
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

5 ③

③-1農業生産
額

6,986百万円 7,200百万円 7,910百万円
(Ｈ16.12月)

○
内部
調査

5 ③

③-2農業生産
額（10ａ当
り）

892千円 919千円 1,010千円
(Ｈ16.12月)

○
内部
調査

5 ④

就労環境
と就労機
会の整備

安定した雇用が
確保されるとと
もに、働きやす
い職場になる

①新規求人倍
率（松戸市
内）

０．66倍 ０．75倍 １.０９倍
(Ｈ17.3月)

○
内部
調査

5 ④

②障害者法定
雇用率を達成
している企業
の割合 ５１.4％ ６０．0％ ５０．0％

(Ｈ16.6月)
内部
調査

5 ⑤

多機能な
近郊型観
光の振興

観光客が多く訪
れるようになる

主要観光ス
ポットの観光
客数

９９万人 １００万人 　８９万人
(Ｈ16.12月)

内部
調査

6

都市経営
の視点に
立った行
財政運営

地方分権に対応
できる自己責
任・自己決定能
力を向上させ、
行政の自立度を
高める

財政力指数

０．886 0.886 0.921
(Ｈ16.7月)

○
内部
調査

6 ①

効果的・
効率的な
施策を実
現するシ
ステムの
形成

生産性の向上を
図り、質の高い
行政運営を推進
する

経常収支比率

８６．4％ ８５.0％ ９０．0％
内部
調査
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H13
（起点値）

H19
(目標値)

Ｈ16
（中間値）

達成
状況

節 項 内　　容

市民と行政が役
割分担を自覚

し、協働して実
現したい状態

（目的）

政策指標

当初計画策定時設定
取得
方法

経過状況

6 ②

行政とし
ての経営
基盤の強
化

多種多様な行政
需要に応えるこ
とが可能であ
り、また社会経
済情勢の変化に
柔軟に対応でき
る健全財政を維
持・推進する

自主財源比率

６６．99％ ７１．50％ ６５．61％
内部
調査

6 ③

広域行政
への取り
組み

近隣自治体との
連携を強化する

連携して実施
した業務数

７９件 90件 ７７件
内部
調査

6 ④

計画行政
の推進

市民に分かり易
い行政運営の中
長期ビジョンと
戦略を示し、そ
れを推進する

前期基本計画
の６節３０項
に設定した指
標の達成率
（進捗状況） 新規 １００％ 34%

内部
調査

6 ⑤

庁舎およ
び庁舎機
能の整備
充実

市役所・支所の
利便性を向上さ
せる

市役所・支所
を不便と感じ
ている人の割
合

３６．2％ ３２．0％ ３６．2％
意識
調査
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第１節　連携型地域社会の形成

[施策展開の方向］

第１節　連携型地域社会の形成 第１項　人権を尊重する社会の実現
第２項　男女共同参画社会づくり
第３項　市民と行政のパートナーシップの
　　　　強化
第４項　情報提供の充実
第５項　ＩＴ社会の実現
　　　　　（平成12年度追加）

［基本的な方向］

　市民だれもが、かけがえのない人間として尊重され、いきいきと生活できる地域社会
の実現を図ります。
　そこで、すべての差別や偏見の解消、子どもの権利の尊重など、さまざまな人権にか
かわる問題の解決に取り組み、市民一人ひとりが互いに理解し、人権を尊重しあい、と
もに支え合う社会の形成を図ります。

第１項　人権を尊重する社会の実現

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

市民相談課人権啓発推進事業 人権啓発リーフ
レットの配布、人
権情報コーナー
（松戸駅自由通
路）での人権啓
発、人権講演会等
の実施、人権週間
におけるパネル展
示等　　　　　　

継続 　市民に対する人権啓発のた
めの機会・情報等の提供を行
なうとともに、活動を支援し
ます。　　　　　　

1 人権啓発推
進事業

　　

市民相談課被害者支援事業 人権擁護委員協議
会等との連携によ
る支援　　　　　
　

継続 　被害者救済のため、関係機
関との連携を図り被害者を支
援します。　　　　　　

2 人権被害者
相談事業

　　

市民相談課行動計画策定事業 行動計画の策定　
　　　　　

完了 　　　　　　3 人権行動計
画策定事業
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［基本的な方向］

　男女共同参画社会の実現に向けて、真の男女平等が達成され、男女一人ひとりが能力
を十分発揮できる社会的環境の整備を進めます。
　そこで、「男女共同参画プラン」に基づいて、家庭、地域、職場に男女が対等なパー
トナーとして参画できるよう支援するとともに、市民や企業と一体となって行動する体
制を構築していきます。

第２項　男女共同参画社会づくり

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

女性センター女性の就労を支援する
事業

エンパワーメント
セミナー・パート
労働ガイダンスの
開催　　　　

継続 　女性の働く意欲を実現させ
る就労支援プログラムを市民
と協働で実施する仕組みを作
るため、エンパワーメント講
座を開催し、就労支援アドバ
イザーの育成や女性のエンパ
ワーメントを図ります。　　
　

4 男女共同参
画支援事業

　　

女性センター男女共同参画プラン推
進事業

男女共同参画推進
会議（庁内組
織）・男女共同参
画推進協議会（市
民組織）・女性セ
ンター運営協議会
の開催、情報相
談、情報誌の発行

継続 　男女共同参画プランの推進
体制として、市民組織の推進
協議会と庁内組織の推進会議
を運営し、重点施策の検討、
業績評価システムの運用など
プランの着実な進行管理を図
ります。
　第３次実施計画策定作業
（H18アンケート調査・H19
計画書策定）を実施します。
　　　　

5 男女共同参
画プラン推
進事業

　　

女性センター推進拠点の整備・運営
事業

市民活動支援コー
ナー・働きたい女
性の就労支援コー
ナー・子どもの個
性を育む学習支援
コーナーの設置　
　　　　　

継続 　市民とのパートナーシップ
によって男女共同参画を推進
する拠点として女性センター
ゆうまつどの機能を充実する
ため、市民活動支援コー
ナー・働きたい女性の就労支
援コーナー・子どもの個性を
育む学習支援コーナーの運
営、情報発信機能の強化等を
実施します。また、女性セン
ターのあり方（運営方法等）
についても検討していきま
す。　　　　　　

6 女性セン
ター管理運
営事業

　　

※エンパワーメント(empowerment)・・・変革の主体となる力をつけること
※パートナーシップ（partnership）・・・提携、協力、協力体制
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［基本的な方向］

　市民生活の充実をめざし、市民本位のまちづくりを進める上での基本となる、市民と
行政とのパートナーシップを確立するため、常に公平・公正で透明性の高い「開かれた
行政」であることを前提とし、これまでに培われた「すぐやる課」精神を継承しつつ、
市民の行政への参加意欲を一層高めていきます。
　そこで、市民一人ひとりが積極的に市政へ参加できるよう、制度的な整備を図りなが
ら地域社会の活力を維持増大していきます。
また、支所など各地域に密着した施設を核として市民に身近で総合的な行政サービスの
充実に努めるとともに、市民が自主的に行なう地域活動やボランティア活動を支援し、
活力ある地域社会を形成していきます。

第３項　市民と行政のパートナーシップの強化

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

政策調整課市民の意見を反映した
政策案づくり事業

先進自治体の事例
研究、庁内調査の
実施、要綱案の作
成　　　　　　

継続 　各種計画の策定や重要事項
決定に際し、市民の意見を、
より多く反映するため、各種
計画の策定やパートナーシッ
プ条例の策定動向を踏まえな
がらパブリックコメントを制
度化します。　　　　　　

7 政策意見反
映事業

　　

市民環境本部
企画管理室

パートナー講座の推進
事業

パートナー講座の
開設（70講座）　
　　　　　

継続 　市が持つ情報を積極的に提
供し、市民とのパートナー
シップを図ります。　　　　
　　

8 パートナー
講座推進事
業

　　

総務企画本部
総務課情報公
開担当室

個人情報の保護事業 個人情報保護審議
会の開催　　　　
　　

継続 　市の保有する個人情報の適
正管理を図り、市民の基本的
人権を擁護します。　　　　
　　

9 個人情報保
護制度推進
事業

　　

市民課戸籍の電算化による戸
籍記載及び謄抄本等の
証明交付検討事業

導入に向けた調査
研究　　　　　　

継続 　戸籍届出から戸籍記載まで
の期間を短縮し、事務処理の
省力化を図り、戸籍謄抄本等
の請求に対し迅速な交付を行
なうため、電算化システム稼
動に向けて準備を進めます。
　　　　　　

10 戸籍・住民
基本台帳等
事業

　　

市民課総合窓口の拡充による
証明交付等の事業

導入に向けた情報
収集　　　　　　

継続 　ＩＴの活用による行政手続
と証明交付等の利便性向上の
ための総合窓口拡充の研究を
行ないます。　　　　　　

11 戸籍・住民
基本台帳等
事業

　　

地域振興課町会等集会所支援事業 町会集会所の建設
費・修繕費の補助
　　　　　　

継続 　自治機能向上を図るために
町会等集会所建設等に支援を
行い、住民自治活動の基盤整
備促進を図ります。　　　　
　　

12 町会集会所
等支援事業

　　

地域振興課ボ
ランティア担
当室

市民との協働のあり方
についての研究・企
画・推進事業

パートナーシップ
条例策定に向けた
調査研究　　　　
　　

継続 　パートナーシップ条例案策
定委員会からの提言をもとに
条例を策定し、協働事業を推
進します。　　　　　　

13 パートナー
シップ推進
事業

　　

地域振興課ボ
ランティア担
当室

ボランティア・ＮＰＯ
支援事業

各種講座・サポー
トセンター運営委
員会・市民活動見
本市の開催　　　
　　　

継続 　ボランティア・ＮＰＯの活
動が活発になるための支援を
行ないます。　　　　　　

14 ボランティ
ア・ＮＰＯ
活動支援事
業
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※パブリック・コメント(public comment )・・・行政機関による規制の設定・改廃にあたり、原案を公表
して事前に市民から意見・情報などを求める制度
※ＩＴ・・・インフォメーション・テクノロジー（information technology）＝「情報技術」の略
※ＮＰＯ・・・医療・福祉、環境、文化・芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教
育、女性などのあらゆる分野における営利を目的としない民間組織のこと

［基本的な方向］

　市の保有する情報は、市民共通の財産であり、行政に関する情報はもとより、市民が
生活する上で必要とする情報についても積極的な提供を図っていきます。また、新たに
開発された情報通信機器や技術などについて把握し、最適な手段で情報提供を行なうよ
う努めます。
　そこで、情報公開制度や個人情報保護制度の趣旨をふまえながら、情報の適正な収
集・管理および提供に努めるとともに、情報通信基盤を整備し、高度情報化施策を推進
していきます。

第４項　情報提供の充実

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

総務企画本部
総務課情報公
開担当室

情報公開制度の推進事
業

情報公開審査会の
開催　　　　　　

継続 　公正で民主的な開かれた市
政を推進するため、情報公開
条例の適正な運用により、市
政の透明性を向上させ、市の
説明責任を全うするととも
に、市民の市政への参加が促
進されるよう、情報公開の総
合的な推進を図ります。　　
　　　　

15 情報公開制
度推進事業
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［基本的な方向］

　社会構造や経済構造の変革をもたらす「高度情報化への対応」が求められていること
からも、また、行政サービスの高度化・効率化を図っていく必要から、本市は「電子自
治体」への体制整備を推進します。
　そこで、市民がＩＴ社会の利便性を享受出来るよう、ハード・ソフト両面の環境整備
を図ります。
　また、事務処理能力の向上を図るため、電子機器の拡充による環境整備と併せて、イ
ンターネット等を活用した情報提供等により、速度を重視した行政運営を図ります。

第５項　ＩＴ社会の実現

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

ＩＴ推進課情報システム等活用事
業

ホームページのリ
ニューアル、グ
ループウェアによ
る庁内情報の共有
化、財務会計シス
テムの再構築、
LGWANの構築　
　　　　　

継続 　情報の流通・共有化・高度
情報利用を推進し、業務の効
率化及び市民サービスの向上
を図ります。　　　　　　

16 情報システ
ム等活用事
業

　　

ＩＴ推進課情報セキュリティーの
充実事業

セキュリティーポ
リシーの策定　　
　　　　

継続 　セキュリティーポリシーを
周知するとともに、随時見直
し点検を行います。　　　　
　　

18 情報セキュ
リティ管理
事業

　　

契約課指名参加資格者の登録
システム開発と電子入
札システムの調査研究
事業

指名参加資格者の
電子申請システム
と電子入札システ
ムの調査研究　　
　　　　

拡大 　千葉県電子自治体共同運営
協議会において、参加団体と
共同して指名参加資格者の電
子申請に対応したシステム及
び電子入札システムを導入し
ます。　　　　　　

19 契約事業

　　

※デジタル(digital)化・・・情報を利用・流通させるために電子信号化すること
※セキュリティーポリシー（security policy）・・・情報システム構築の上でのセキュリティ（安全）対策
理念のこと
※グループウェア・・・情報共有やコミュニケーションの効率化を図り、グループによる協調作業を支援す
るソフトウェアの総称
※ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク：Local Government Wide Area Network）・・・地方公共団体の
組織内ネットワークを相互に接続した広域ネットワークのこと。中央省庁の相互接続ネットワークである
霞ヶ関ＷＡＮにも接続されている
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第２節　豊かな人生を支える福祉社会の実現

[施策展開の方向］

第２節　豊かな人生を支える福祉社会 第１項　多様な生きがい感のある環境
　　　　の実現（健康・福祉分野） 　　　　づくり

第２項　健康の維持・増進
第３項　日常生活および緊急時の安全・
　　　　安心性の向上
第４項　福祉のための基盤整備

［基本的な方向］

　市民一人ひとりが、その生涯を通じてライフステージに合わせた多様な成長発達がで
きるように、多種多様な選択ができるようにします。そこで、子どもや青少年のスポー
ツや文化活動などの機会の拡充、教育・学習環境の整備、子育て支援の充実を図りま
す。
　また、年齢や身体状況などにかかわりなく、いつでも心のはりをもち豊かな人生を送
れるように、地域活動などの機会の拡充、雇用・就労環境の整備を推進します。

第１項　多様な生きがい感のある環境づくり

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

高齢者福祉課シニア交流センター建
設事業

シニア交流セン
ターの整備
（Ｈ17年度末完
了）　　　　　　

完了 　　　　　　20 シニア交流
センター建
設事業

　　

障害福祉課精神障害者共同作業所
支援事業

精神障害者共同作
業所の整備（４ヶ
所）　　　　　　

継続 　在宅精神障害者の仕事の提
供、生活指導等を実施する共
同作業所の運営を支援し、社
会参画の促進を図ります。
○精神障害者共同作業所　
１ヶ所　　　　　　

21 障害者就労
支援事業
（精神障害
者共同作業
所運営費補
助金）

　　

障害福祉課知的障害者福祉作業所
支援事業

知的障害者福祉作
業所の整備（４ヶ
所）　　　　　　

拡大 　知的障害者の援護的就労の
機会を提供する福祉作業所の
運営を支援し、生きがいを確
保します。
○知的障害者小規模福祉作業
所　３ヶ所（当初計画全６ヶ
所から全７ヶ所に変更）　　
　　　　

22 障害者就労
支援事業
（知的障害
者福祉作業
所運営費補
助金）

　　

児童福祉課放課後児童クラブ整備
事業

放課後児童クラブ
の整備（６ヶ
所）、運営主体の
法人化　　　　　

縮小 　放課後児童クラブの施設の
整備を進めます。
○２ヶ所（当初計画全１０ヶ
所から８ヶ所に変更）　　　
　　　

23 放課後児童
クラブ管理
運営事業

　　

※ライフステージ（life stage）・・・人間が生まれてから死ぬまでに経験する発達上の諸段階

19



［基本的な方向］

　自立した生活を送っていくためには、健康の維持・増進を図ることが極めて大切なこ
とです。
　そこで、「自らの健康は自らつくる」活動やそのための環境づくりなどを促進するた
め、自主的健康活動への支援の充実を図るとともに、自主的な活動が困難な市民に対す
る健康の維持・増進を推進します。
　また、万が一病気や心身の障害に直面した場合にも、身近な医療機関から基幹病院ま
での一貫した地域医療により適切な治療が受けられ、容易に心身機能の維持あるいは回
復のためのリハビリテーションサービスを利用することができるようにします。

第２項　健康の維持・増進

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

保健福祉課健康松戸２１推進事業 たばこによる健康
被害をテーマに啓
発　　　　　　

継続 　市民の健康づくり活動を支
援するため、健康づくりの実
践目標を定めた「健康松戸２
１」の計画に基づき「運動と
健康」をテーマに、市民、関
係団体、行政が連携し、健康
施策を総合的に推進します。
　　　　　　

24 健康増進啓
発事業

　　

保健福祉課健康診査・検診事業 各種健康診査・が
ん検診の実施　　
　　　　

継続 　市民の健康状態の確認と疾
病の早期発見により、生活習
慣病の予防と疾病の治療を図
るため、基本健康診査や各種
検診を充実します。　　　　
　　

25 健康診査事
業
がん検診事
業
受診勧奨事
業　　

健康福祉本部
企画管理室

小児急病センター設置
事業

夜間小児急病セン
ターの整備　　　
　　　

完了 　　　　　　26 夜間・休日
等救急医療
対策事業
地域医療計
画推進事業
　　

健康福祉本部
企画管理室

市立病院整備計画策定
事業

市立病院建設の基
本構想を策定　　
　　　　

継続 　市立病院が持つ高度・良質
な医療を将来にわたって継続
的に提供できるよう、医療環
境の変化に対応した病院とし
て再構築するため、規模・機
能、移転場所など新病院の基
本的な計画を策定します。　
　　　　　

27 市立病院建
設事業負担
金・出資金
地域医療計
画推進事業
市立病院建
設事業　　

※リハビリテーション（rehabilitation）・・・心身機能の維持、回復あるいは未発達の機能を引き出すため
の治療・訓練
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［基本的な方向］

　すべての市民が、住み慣れた地域で安全に、安心して暮らしていけるよう、生計基盤
の確立や緊急時対応の整備、住環境の整備、日常活動の支援などを進め、安定した日常
生活が送れるようにします。また、介護や介助が必要になった場合には、可能な限り要
介護・介助状態の軽減と悪化の防止を図るため、供給主体の多様化などを進め良質な介
護・介助サービスなどを確保していきます。
　さらに、市民生活に欠かせない斎場についても、その維持に努め日常生活の安心性を
確保していきます。

第３項　日常生活および緊急時の安全・安心性の向上

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

児童福祉課給
付担当室

乳幼児医療費助成事業 乳幼児医療費の助
 成（支給件数 延

863,678件）　　
　　　　

継続 　乳幼児の医療受診の機会の
確保と経済的負担を軽減する
ため、乳幼児の医療費助成を
充実します。　　　　　　

28 乳幼児医療
費助成事業

　　

高齢者福祉課高齢者日常生活支援事
業

配食サービスや紙
おむつ等の支給
○配食サービス　
34,000食増
○紙おむつ等　12
人減　　　　　　
　

継続 　在宅高齢者の日常生活を支
援するため、配食サービスや
紙おむつ等の支給を継続実施
します。
○配食サービス 42,419食増
○紙おむつ等支給　112人増
　　　　　　

29 高齢者日常
生活支援事
業

　　

児童福祉課家
庭児童相談室

児童虐待防止対応事業 家庭児童相談と短
期入所等の実施、
子どもＳＯＳコー
ルカードの配布、
育児支援家庭訪問
の実施　　　　　
　

継続 　児童虐待の防止、早期発見
と的確な対応を図るため、相
談体制の確立と関係機関によ
る現ネットワークを児童福祉
法が定める「要保護児童対策
地域協議会」に改組してその
充実を図るとともに、育児支
援家庭訪問事業を有効活用
し、併せて一時保護の必要の
ある児童の短期的入所の充実
を図ります。　　　　　　

30 児童虐待等
早期発見・
対応事業

　　

市立病院総務
課

高度医療機器整備事業 高度医療機器の更
新・整備　　　　
　　

継続 　救命救急医療を始めとして
急性期医療を実施していく上
で必要となる高度医療機器の
更新を計画的に実施します。
　　　　　　

31 急性期患者
の医療を行
う

　　

市立病院企画
管理室

医療情報ＩＴ化推進事
業

電子カルテシステ
ムの導入　　　　
　　

完了 　　　　　　32 医療情報を
適切に管理
する
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［基本的な方向］

　高齢化に伴い、要介護高齢者も増加していくことは避けられず、高齢者や障害者を含
めてすべての人が福祉の担い手であると同時に受け手であることを自覚し、相互に支え
合い、ともに生活できるような自立した地域（福祉コミュニティ）の形成を促進しま
す。
　そこで、市民、事業者、専門家、行政の適正な役割分担のもとに、保健・医療・福祉
施設の再編整備や物理的バリアフリーなど都市基盤の整備、自立プログラムの開発とそ
の支援システムの整備、ボランティアなど人的資源の育成と確保、松戸市社会福祉協議
会や松戸市福祉公社をはじめ、各種協力団体などへの支援、情報の収集・分析・提供シ
ステムの構築、心理的バリアフリーの推進などの啓発活動の促進を図ります。

第４項　福祉のための基盤整備

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

保育課入所担
当室

保育所整備事業 保育園の整備支
援・定員の拡充
（255人）　　　

継続 　保育需要の増加に対応し入
所待機児童の解消を図るた
め、新規保育所の設置、既存
保育所の拡充、入所定員の緩
和を行ないます。
○定員増１２０名　　　　　
　　　　　

33 民間保育所
関係事業

　　

高齢者福祉課介護老人福祉施設等整
備事業

特別養護老人ホー
ム（4施設290
床）・デイサービ
スセンター（3施
設）・ショートス
テイ（50床）の整
備　　　　　

継続 　在宅での介護が困難な要介
護認定者の入所施設として、
特別養護老人ホーム等の整備
を進めます。
○特別養護老人ホーム（1施設
　50床）
○老人保健施設（5施設 500
床）
○デイサービスセンター（1施
設）
○ショートステイ（1施設　
10床）　　　　　　　

34 老人福祉施
設等整備促
進事業

　　

高齢者福祉課ケアハウス整備事業 国庫補助対象外施
設となったため先
送り　　　　　　

先送 　　　　　　35 老人福祉施
設等整備促
進事業

　　

障害福祉課障害者施設等整備促進
事業

整備箇所の選定　
　　　　　

継続 　精神障害者に対し指導、助
言並びに関係機関との連絡調
整を総合的に実施する生活支
援センターを整備します。
○１ケ所　　　　　　

36 障害者施設
等整備促進
事業

　　

障害福祉課身体障害者療護施設整
備事業

整備の支援　　　
　　　

継続 　常時介護が必要な重度身体
障害者の治療・養護を行なう
療護施設を整備します。
○１ケ所　　　　　　

37 障害者施設
建設費補助
金

　　

健康福祉本部
企画管理室

健康福祉情報ＩＴ化推
進事業

児童手当及び生活
保護業務に電算シ
ステムを導入、情
報の一元化　　　
　　　

継続 　各種サービス利用状況、世
帯情報など管理情報の順次一
元化を推進することにより、
総合的な情報管理（保健、福
祉、介護）を目指します。
（保健サービス情報のシステ
ム化）　　　　　　　　　

38 健康福祉情
報ＩＴ化推
進事業

　　

北山会館北山会館施設整備事業 斎場火葬炉・北山
会館の改修　　　
　　　

完了 　　　　　　39 式場等施設
整備事業

　　

保健福祉課墓地需要調査事業 墓地需要の調査及
び分析、墓地建設
の事前協議及び許
可　　　　　　

継続 　適切な墓地経営許可を実施
します。　　　　　　

40 墓地経営許
可事業
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※バリアフリー(Barrier-free)・・・障害者（や高齢者等）が建築物を使おうとしたときに邪魔になるさまざ
まなバリア〔障害〕を取り除こうという考え方から発展して、物理的バリア、制度的バリア、意識のバリ
ア、そして文化・情報のバリアの四つからのフリー[解放]が課題となっている
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第３節　次代を育む文化・教育環境の創造

[施策展開の方向］

第３節　次代を育む文化・教育環境の 第１項　生涯学習の推進
　　　　創造（文化・教育分野） 第２項　学校教育の推進

第３項　生涯にわたるスポーツ活動の支援
第４項　国際化の推進と平和意識の高揚
第５項　青少年の健全育成
第６項　多様な文化・芸術の創造

［基本的な方向］

　市民一人ひとりが、生きがいをもち、充実した人生を楽しむため、学びたいときに学
べる場とシステムづくりを図り、知縁などを通じて生涯にわたって主体的に学び続ける
ことのできる地域社会の創造を推進します。
　そこで、総合的な生涯学習推進体制を整備し、生涯学習に関する情報提供・相談機能
の充実を図ります。

第１項　生涯学習の推進

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

公民館地域学習活動活性化支
援事業

街づくりの課題等
をテーマとした自
主企画講座の開催
　　　　　　

継続 　公民館主催講座の修了者及
び講座生による市民自主企画
講座の企画立案・講座開催を
支援し、市民の学習意欲の向
上と地域における学習活動の
活性化を図ります。　　　　
　　

41 市民文化活
動支援事業
青少年活動
支援事業
　　

図書館図書館情報化推進事業 蔵書検索システム
の導入　　　　　
　

完了 　　　　　　42 図書館管理
運営事業

　　

生涯学習本部
企画管理室

生涯学習会館構想研究
事業

生涯学習会館の調
査研究　　　　　
　

継続 　市民の生涯学習を支援する
ための要となる生涯学習会館
建設に向け、図書館等の機能
を含めた複合施設としての構
想を研究・検討します。　　
　　　　

43 教育委員会
運営事業

　　

生涯学習本部
企画管理室

大学との連携による生
涯学習推進事業

大学図書館との地
域協力、大学との
連携講座の実施　
　　　　　

継続 　市内にある大学と連携し、
図書館をはじめとする学習情
報提供の充実を図ります。　
　　　　　

44 教育連携研
究事業

　　

社会教育課生涯学習情報プラザ事
業

子どもオフィス
コーディネー
ター・生涯学習
コーディネーター
の配置　　　　　

継続 　生涯学習に関する学習相
談、学習情報提供の実施、並
びに、学習ボランティアバン
ク等により、市民の多様な学
習ニーズに対して総合的な支
援を行ないます。　　　　　

45 緊急地域雇
用創出特別
基金事業
社会教育推
進事業
　　

公民館基礎学力再履修事業 基礎学力再履修講
座の開催　　　　
　　

継続 　基礎学力再履修のための学
習機会を提供し、学びたい時
に学べる環境を整備します。
　　　　　　

46 学習機会提
供事業
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［基本的な方向］

　子どもたちの個性を尊重する教育を一層推し進めます。この方針を基に、子どもたち
のゆとりを確保しつつ、「生きる力」としての自己教育力、豊かな人間性、たくましく
生きるための健康や体力などを育成するため、学校教育の充実を図ります。
　また、学校外での活動の充実も重視し、家庭、地域、学校の協力関係を強化して、学
校教育と社会教育の融合を図ります。
　さらに、適正な学区の再編や学校の統廃合、学校施設の計画的な改修などにより、良
好な教育環境の確保に努めます。

第２項　学校教育の推進

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

学務課市立高
等学校担当室

市立高校改革推進事業 先進市の状況の調
査研究　　　　　
　

継続 　市立高校の学校制度並びに
教育課程の改善及び充実を図
り、市立高校の改革を推進し
ます。　　　　　　

47 将来計画調
査研究事業

　　

指導課国際化教育推進事業 中学校にALTを派
遣、日本語教室の
開設　　　　　　

継続 　中学校にALTを配置し、外
国語を通じて言語・文化への
国際理解を深めます。また、
小中学校に日本語教室を開設
し、外国籍及び帰国子女に対
する学校生活への適応指導、
日本語指導を実施します。　
　　　　　

48 学習指導事
業

　　

保健体育課小学校給食サービス拡
充事業

強化磁器食器の導
入　　　　　　

継続 　給食サービスの向上のため
厨房設備の充実を図ります。
　　　　　　

49 小学校給食
管理運営事
業

　　

教育研究所スクールカウンセラー
配置事業

中学校へのスクー
ルカウンセラーの
配置（H17年度は
統合小学校3校にも
配置）　　　　　
　

完了 　　　　　　50 教育相談事
業

　　

生涯学習本部
企画管理室

特色ある学校づくり推
進事業

特色ある学校づく
りスタッフの派遣
（H17年度小学校
62名、中学校40
名）、学校選択制
の導入　　　　　
　

継続 　地域の特性と児童生徒の実
情に根ざした特色のある学校
づくりを推進するため、ス
タッフの派遣、学校支援ボラ
ンティア制度の導入等による
支援を行ないます。　　　　
　　

51 特色ある学
校づくり推
進事業

　　

生涯学習本部
企画管理室

新しい学校教育システ
ム研究事業

サタデーコミュニ
ティースクールの
開設（3校）　　　
　　　

継続 　地域の教育力の活性化と地
域の特性にあった教育機会を
提供するため、基本的な制度
設計に関する研究検討を行な
います。
○小中一貫教育の研究
○市立中等教育学校の研究
○ホームスクールの研究　　
　　　　

52 新学校教育
システム事
業
学校を核に
したコミュ
ニティづく
り事業
　　

生涯学習本部
企画管理室

学校教育支援ボラン
ティアセンター事業

ボランティアの実
 態把握・組織化の

検討　　　　　　

継続 　学校教育活動を支援するた
め、中学校を拠点にコーディ
ネーター機能を有する学習支
援ボランティアを組織化し、
併せて、学校教育学習支援
ネットワークづくりを推進し
ます。　　　　　　

53
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教育施設課小中学校耐震改修事業 小学校・中学校の
大規模改造耐震改
修工事及び耐震改
修工事の実施　　
　　　　

継続 　児童生徒の安全を確保する
とともに、地域の防災拠点と
なるよう、小中学校校舎及び
体育館の耐震補強工事を実施
します。　　　　　　

54 小学校大規
模改造耐震
改修事業
中学校大規
模改造耐震
改修事業
　　

教育施設課校内LAN工事整備事業 小学校の校内LAN
を整備（36校）　
　　　　　

完了 　　　　　　55 小学校情報
通信技術関
連特別対策
事業

　　

教育施設課中学校冷房化事業 中学校職員室の冷
房化（6校）　　　
　　　

完了 　　　　　　56 中学校職員
室冷房化事
業

　　

教育総務課幼児教育支援事業 私立幼稚園児（満
３・４・５歳児）
の保護者へ補助金
を交付、私立幼稚
園に振興補助金を
交付　　　　　　

継続 　私立幼稚園に幼児を就園さ
せている保護者の負担軽減を
図るための支援を行ないま
す。また、幼稚園教育の振興
を図るため、私立幼稚園の運
営に対する支援を行ないま
す。　　　　　　

57 幼児教育支
援事業

　　

教育総務課学校備品再利用推進事
業

不用となった机椅
子をカンボジアへ
無償供与（3,000
セット）　　　　
　　

継続 　更新により不用となった学
校備品を開発途上国へ寄贈す
ることにより、児童生徒の、
国際理解の促進と資源の有効
活用などの環境教育に役立て
ます。　　　　　　

59 不用物品有
効活用事業

　　

※ＡＬＴ(assistant language teacher)・・・外国語指導助手
※スクールカウンセラー(school counselor)・・・学校でいじめなどの相談にのる専門職員
※LAN（local area network）・・・複数のパソコンを専用ケーブル（現在は無線接続も有る）で物理的
に相互接続すること
※ホーム・スクール(home school)〔アメリカ〕・・・学校に通わず自宅で親が教える在宅学校のこと
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［基本的な方向］

　すべての市民が、スポーツを通じて健康の維持・増進と体力の向上を図れるよう、日
常生活の中で気軽に参加できるスポーツ活動の機会拡充や支援に努めるとともに、指導
者の養成やスポーツ団体の育成、スポーツ施設の整備・拡充を進めます。
　また、多様化・高度化するレクリエーション・スポーツに関するニーズに対応するた
め、各種スポーツ教室や競技会の開催を支援していきます。

第３項　生涯にわたるスポーツ活動の支援

担当課計画事業名 17年度末状況 事業の
方向性 事業内容

№ 対象事務
事業名

（大事業）

今後の事業計画内容

スポーツ課国際スポーツ交流推進
事業

大韓民国大邱廣域
市（テグ広域市）
とのスポーツ交流
を毎年開催　　　
　　　

継続 　大韓民国大邱廣域市（テグ
広域市）とのスポーツ交流を
継続します。　　　　　　

60 スポーツ活
動支援事業

　　

スポーツ課スポーツ指導者派遣支
援事業

スポーツ教室・松
戸市体育祭の開
催、スポーツ指導
者の登録　　　　
　　

継続 　学校体育と社会体育の連携
により、優れた人材の有効活
用と一貫した指導体制を確立
するとともに、スポーツの継
続的な活動者の育成を図りま
す。　　　　　　

61 スポーツ団
体・指導者
育成支援事
業

　　

スポーツ課学校体育施設の開放事
業

小中学校の体育施
設（体育館やグラ
ンド）を開放
（H17年度小学校
44　中学校21）
　　　　　　

継続 　市内の学校体育施設の開放
を促進し、学校体育施設を市
民の身近なスポーツ活動の拠
点とします。　　　　　　

62 学校体育施
設開放事業
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